
議案第５６号 

八幡浜地区施設事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び八幡浜

地区施設事務組合規約の変更について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、八幡

浜地区施設事務組合から西予市を脱退させ、同組合規約を別紙のとおり変更する

ことについて、同法第２９０条の規定により議会の議決を求める。 

令和６年９月２日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

提案理由 

令和７年３月３１日をもって八幡浜地区施設事務組合の構成団体である西

予市を脱退させ、同組合規約を変更することについて関係市町と協議を行うた

め。 

 





八幡浜地区施設事務組合規約の一部を改正する規約 

八幡浜地区施設事務組合規約（昭和４４年７月１７日愛媛県指令地第３８３号

許可）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線又

は太枠で囲まれた部分に示すように改正する。ただし、改正前の欄に掲げる規定

で改正後の欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後

の欄に掲げる規定で改正前の欄にこれに対応するものを掲げていないものは、こ

れを加えるものとする。 

改  正  後 改  正  前 

 

 （組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、八幡浜市及び伊方町（以下「関係

団体」という。）をもつて組織する。 

               

 （組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理

する。                      

                      

 (1)・(2) （略） 

 (3) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条

の５第２項に規定する診療所である一次救急

休日・夜間診療所の設置、管理及び運営に関す

る事務 

 (4)～(7) （略） 

 

 （組合の議会の組織及び議員の選出方法） 

第５条 組合の議会の議員（以下「組合議員」とい

う、）の定数は、１４人とし、関係団体ごとの定

数は、次のとおりとする。 

  八幡浜市 ９人 

  伊方町  ５人 

          

２ 組合議員は、次の者をもつて充てる。 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 八幡浜市及び伊方町         の

議会の議員のうちから選任された者それぞれ

７人及び３人 

３～５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、次の市及び町   （以下「関係

団体」という。）をもつて組織する。 

  八幡浜市、伊方町、西予市  

 （組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理

する。ただし、西予市については、旧三瓶町の区

域にかかる第１号から第５号までの事務に限る。 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条

の２第２項に規定する診療所である一次救急

休日・夜間診療所の設置、管理及び運営に関す

る事務 

 (4)～(7) （略） 

 

 （組合の議会の組織及び議員の選出方法） 

第５条 組合の議会の議員（以下「組合議員」とい

う、）の定数は、１５人とし、関係団体ごとの定

数は、次のとおりとする。 

  八幡浜市 ９人 

  伊方町  ４人 

  西予市  ２人 

２ 組合議員は、次の者をもつて充てる。 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 八幡浜市及び伊方町にあつては、当該市町の

議会の議員のうちから選任された者それぞれ

７人及び２人 

３～５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第１３条関係） 

関係団体の負担割合 

 

１ 議会費及び総務費の負担割合 

割          合 

均等割 

人口割 

５０％ 

５０％ 

                        

                        

                   

 

２ 施設の整備、運営及び管理費の負担割合 

 (1) 特別養護老人ホーム 

割          合 

 

人  口  割 

 

 

 (2) 一次救急休日・夜間診療所 

割          合 

 

人  口  割 

 

 

 (3) し尿処理施設（一楽園） 

割          合 

八幡浜市 

伊方町 

６０．００％ 

４０．００％ 

 

３ 消防組織法及び消防法に関する事務並びに高

圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及

び取引の適正化に関する法律に関する事務に要

する経費の負担割合 

(1) 経常経費（次号に掲げる経費以外の経費）  

割          合 

均等割 

基準財政需要額割  

４０％ 

６０％ 

  

(2) 事業費１千万円以上の投資的経費  

割          合 

均等割 

基準財政需要額割  

５０％ 

５０％ 

備考 

１ 関係団体の人口割の人口は、直近の国勢調査の

実績によるものとする。  

２ 基準財政需要額割は、地方交付税法（昭和２５

年法律第２１１号）第１１条の規定により算出さ

れる関係団体の当該年度の消防費に係る基準財

政需要額割とする。  

別表（第１３条関係） 

関係団体の負担割合 

 

１ 議会費及び総務費の負担割合 

割          合 

均等割 

人口割 

５０％ 

５０％ 

備考 関係団体の人口割の人口は、直近の国勢調査

の実績によるものとする。ただし、西予市につい

ては、旧三瓶町の区域の人口とする。  

 

２ 施設の整備、運営及び管理費の負担割合 

 (1) 特別養護老人ホーム 

割          合 

八幡浜市 

伊方町 

西予市 

７５．１４％  

１７．７６％  

７．１０％ 

 

 (2) 一次救急休日・夜間診療所 

割          合 

八幡浜市 

伊方町 

西予市 

７５．４０％  

１２．６０％  

１２．００％  

 

 (3) し尿処理施設（一楽園） 

割          合 

八幡浜市 

伊方町 

６０．００％ 

４０．００％ 

 

３ 消防組織法及び消防法に関する事務並びに高

圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及

び取引の適正化に関する法律に関する事務に要

する経費の負担割合 

 

関係団体 割 合 

八幡浜市 旧市町割のうち、旧八幡浜市

及び旧保内町の各区域に係る算

出額割の合計  

伊方町 旧市町割のうち、旧伊方町、

旧瀬戸町及び旧三崎町の各区域

に係る算出額割の合計  

西予市 旧市町割のうち、旧三瓶町の

区域に係る算出額割  

備考 この表において「旧市町割」とは、市町村の

合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６

号）第１１条の規定の適用があるものとした場合

において、関係団体を構成する旧市町の区域にお

ける当該年度の消防費に係る基準財政需要額と

して算出した額割をいう。  



附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、令和７年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規約による改正後の八幡浜地区施設事務組合規約別表の規定は、令和７

年度以後の関係団体の負担割合について適用し、令和６年度以前の関係団体の

負担割合については、なお従前の例による。 

 



 


